
奈
良
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

医
師
の
氏
名

医
療
機
関
の
名
称

医
療
機
関
の
所
在
地

診

療

科

目

指
定
年
月
日

青
野

英
幸

社
会
福
祉
法
人
恩
賜

桜
井
市
大
字
阿
部
三

内
科
（
じ
ん
臓

平
成
二
十
八

財
団
済
生
会
中
和
病

二
三
番
地

機
能
障
害
）

年
二
月
十
五

院

日

西
谷

喜
治

地
方
独
立
行
政
法
人

生
駒
郡
三
郷
町
三
室

内
科
（
じ
ん
臓

平
成
二
十
八

奈
良
県
立
病
院
機
構

一
丁
目
一
四
番
一
六

機
能
障
害
）

年
二
月
十
五

奈
良
県
西
和
医
療
セ

号

日

ン
タ
ー


		2016-03-01T20:15:30+0900
	naraken.




